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１．GHGプロトコル改訂スケジュール
GHGプロトコルでは昨年秋より作業検討部会（TWG）にて改訂に向けた検討が進められており、改訂案は2027年を目途に
最終化される見通し（Actions and market instrumentsのみ、2028年末に最終化予定）。

GHGプロトコル改訂は、企業の算定方法、SSBJ・SBTi・RE100等の各種枠組み、脱炭素の行動（環境価値の利用）等
に影響を及ぼす可能性がある。

出典：GHG protocol HP等を基にGVC事務局作成
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2．Scope2改訂 -改訂案のポイント-

ロケーション/マーケット基準を用いた算定は継続となるが、改訂案ではマーケット基準においてアワリーマッチング・デリバラビリ
ティ等の考え方が新たに追加された。

現在改定案に対するパブリックコンサルテーションを実施中（～12/19まで）で、2027年には最終化され公表される見通し。

Scope2の主な改訂ポイント

出典：GHG protocol（2025）Upcoming Scope 2 Public Consultation: Overview of Revisionsを基に作成

ロケーション基準

• ロケーション基準排出係数の階層更新

• 「最も正確な（precise）ロケーション基準排出係数」の
使用要件

• 「アクセス可能（accessible）」の定義：公開されており、
無料で使用でき、信頼できる情報源から提供されていること

マーケット基準

• アワリーマッチング（Hourly matching）：すべての証書
を時間単位でマッチさせることを要求

• デリバラビリティ（Deliverability）：すべての証書が、供
給可能と見なされる発電源から調達されていることを要求

• Standard Supply Service（SSS）：報告主体が 

SSS の自らの按分分以上を主張できないという新たなガイダ
ンスと要件

• 更新された残余ミックスの定義、および残余ミックスが利用で
きない場合に化石燃料のみの排出係数を使用する要件

アワリーマッチング（Hourly matching）
• スコープ2の品質基準4を更新し、マーケット基準で使用されるすべ

ての契約上の証書について、原則としてその証書が適用されるエネ
ルギー消費と同じ時間帯（1時間単位）に発行および償還され
ることを要求する。

• 適用除外の閾値については、パブリックコンサルテーションにて意
見を募集中（年間5, 10, 50GWh/市場境界の案）

デリバラビリティ（Deliverability）
• スコープ2の品質基準5を更新し、マーケット基準で使用されるすべ

ての契約上の証書は、報告主体の電力消費活動が所在する市
場境界内で発行されたものであり、かつその活動に適用されるもの
であること、または報告主体の電力消費活動への供給可能性
（deliverability）を実証する基準を満たすものであることを要求
する。

想定される影響
• 電力供給エリアを跨ぐ場合、バーチャルPPAによる環境価値取引が

難しくなる。
• 現行制度の環境価値（例：非化石証書・J-クレジット等）が適

用できなくなる可能性がある。（制度改正等が必要になる可能性）
• 現在検討が進められているSBT改訂案にも影響している。
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2．Scope2改訂 -各種イニシアティブでの改訂・企業への影響-

今月公開されたSBTi Corporate NET-ZERO Standard Version 2.0（改訂案）においても、GHGプロトコルの改定
内容と整合させることを目指している。

アワリーマッチングは段階的な導入を検討しており、特に電力消費量の多いSBT参加企業は先行して対応必須となる可能性。

出典：SBTi CORPORATE NET-ZERO STANDARD VERSION 2.0 Draft for Second Public Consultationを基に作成

（仮訳）Box2:GHGプロトコル改訂とCNZS V2.0 におけるScope2目標への影響

本ドラフトは、物理的デリバラビリティ、時間別マッチング、そして稼働開始日または再稼
働日の上限に関する規定を含むスコープ2基準を導入している。これらの規定は、デリバラ
ビリティ制限や設備の稼働年数制限のない現在の年次マッチング慣行と比較した場合に、
電力網の脱炭素化においてより大きな影響を持つことを示す研究に基づいている。GHGプ
ロトコルは、継続中の改訂プロセスにおいて、関連する規定についても検討している。
RE100 イニシアチブおよび 24/7 カーボンフリー連合は既に、時間別マッチング、物理的デリ
バラビリティ、設備の稼働年数制限の段階的導入、免除、レガシー条項を規定している。こ
のドラフトは現在、SBTi がスコープ2における変化をどのように管理し得るかの例としてこれら
を参照しているが、最終的には可能な限りGHGプロトコルと整合させることを目指す。

（仮訳）C16.6. アワリーマッチングの段階的導入：
ベストプラクティスを促進するため、この基準は、はじめに影響力の大きい限定された数
の企業に適用される。対象年において、単一の物理的デリバラビリティ地域内で総年
間電力消費量が 10 GWh 以上の企業は、その地域で時間別マッチングを段階的
に導入しなければならない。軽微な拠点（年間電力購入量が 100 MWh 未満）は
除外される場合がある。段階的導入は次のスケジュールに従うものとし、このスケジュー
ルは技術および市場の動向ならびに GHGプロトコルの改訂内容に応じて見直される：
a. 2030 年以降：少なくとも 50%

b. 2035 年以降：少なくとも 75%

c. 2040 年以降：少なくとも 90%
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3．Scope3改訂 -改訂案のポイント-

一部カテゴリの算定方法では、任意（optional）から義務（shall）へ格上げする議論が行われている。

主な改訂ポイントとして、カテゴリ5、6、7、データ保管の考え方をご紹介。

カテゴリ 主な改訂案のポイント

カテゴリ5

事業から出る廃棄物
• 廃棄物の輸送（廃棄物処理施設および／または最終処分場への輸送を含む）による排出量

を算定対象とする。（現在は任意）

カテゴリ6

出張
• 出張者の宿泊に伴う排出量の算定を義務化。（現在は任意）

カテゴリ7

雇用者の通勤
• リモートワーク社員の排出量の算定を義務化（現在は任意）

共通
• 社内で保管しておくべきデータとして、算定バウンダリ（閾値）の考え方・集計/使用した活動デー

タ・排出係数の出典整理（基準年・地域等）が明記された。

出典：GHG protocol HP等を基にGVC事務局作成
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3．Scope3改訂 -カテゴリ5 事業から出る廃棄物-

カテゴリ5事業から出る廃棄物に関しては、算定対象に収集運搬を含めることが必須となる可能性がある。

出典：GHG Protocol HP

現行の算定基準
（Standard, p35 Description and boundaries of scope 

3 categoriesより抜粋）
The scope 1 and scope 2 emissions of waste 

management suppliers that occur during disposal or 

treatment  

Optional: Emissions from transportation of waste

（仮訳）
廃棄物の処理または処分の過程で発生する、廃棄物管理
業者のスコープ1およびスコープ2排出。
オプション： 廃棄物の輸送に伴う排出
算定ガイダンスにおいても「企業は任意で、第三者が運行

する車両による廃棄物輸送からの排出量を含めてもよい」と
記載。
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3．Scope3改訂 -カテゴリ6 出張-

出張者の宿泊に伴う排出量算定を必須（shall）とする検討が進められている。

出典：GHG Protocol HP

現行の算定基準
（Standard, p46 より抜粋）
Companies may optionally include emissions 

from business travelers staying in hotels.

（仮訳）
企業は、出張者がホテルに滞在することによって発生する排
出を任意で含めることができる。

（仮訳）サプライヤー／ベンダーの出張に伴う排出をカテ
ゴリー1に含めるべきであると明記することを検討する。

※算定報告企業が主催するイベント等に出席する外部のス
テークホルダーにおける、往復輸送・宿泊に係る排出量につい
ては、任意算定として扱うことが検討されている。
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3．Scope3改訂 -カテゴリ7 雇用者の通勤-

リモートワークに対する排出を算定必須（shall）とする検討が進められている。

算定対象となる活動は、リモートワークすることにより追加で発生する排出量（例：エアコン）であり、算定にあたっては予めシ
ナリオを設定することが求められる可能性。

出典：GHG Protocol HP

現行の算定基準
（Standard, p47 より抜粋）
Companies may include emissions from 

teleworking (i.e., employees working remotely) in 

this category

（仮訳）
企業は、テレワーク（すなわち、従業員がリモートで勤務す
ること）に伴う排出を本カテゴリーに含めることができる。

（仮訳）
テクニカルガイダンス（p. 90）：
在宅勤務の排出量を算定する場合、最初にベースライン排
出量シナリオを確定することが望ましい。ベースライン排出量
は、従業員が自宅にいるか不在かにかかわりなく発生する
（例：冷蔵庫が消費するエネルギー）。
報告企業はたとえば室内温度を涼しく保つためにエアコンを作
動させた結果としての電力使用量など、自宅で働くことから
生じる追加の排出量だけを算入することが望ましい。
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3．Scope3改訂 -カテゴリ共通-

改訂案では、公開・非公開の考え方が示された。

公開すべき情報に大きな変更はないが、社内で保管しておくべき情報として、算定バウンダリ（閾値）の考え方・集計/使用し
た活動データ・排出係数の出典整理（基準年・地域等）が挙げられている。

出典：GHG Protocol HP
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3．Scope3改訂 -今後のスケジュール・求められる対応-

引き続き各カテゴリに関する検討が行わており、現在はカテゴリ11（販売した製品の使用）について検討中。

下記のほかには、カテゴリ１におけるリサイクル・リユース・中古品における位置づけは2026年に議論することが予定されている。

算定対象として必須（shall）になるものを中心に、算定の準備（活動データ取得方法等）を少しずつ進めることが必要。

出典：GHG Protocol HP
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4．AMI検討状況

AMI（Actions and Market Instruments）では、企業の削減行動（Actions）と、環境価値などの証明
（Market Instruments）をどう評価・報告するかを定める基準を検討している。

AMIの主要概念や原則などの検討結果を、ホワイトペーパーとして公開。

AMIの基準を策定することにより：

• 企業が、現在は物理的インベントリに反映されていない、影響力のある脱炭素
化アクションを算定・報告できるようにする

• 企業が、脱炭素化目標に対する進捗を追跡できるようにする（目標設定ルー
ルは目標設定プログラムによって定義）

• 物理的インベントリに反映される直接的な削減と、その他のアクションやマーケッ
ト手段によって達成される削減を明確に区別し、透明性を確保する

物理的な排出 環境価値利用等

出典：GHG protocol HP等を基にGVC事務局作成
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